
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月号 

令和８年 

１年の流れは早いもので、あっという間に春が過ぎ、色とりどりのアジサイが綺麗に花を咲かせる

季節となりました。雨が降り続くとじめじめして憂うつになることもありますが、雨音は人の心を落

ち着かせてくれる効果もあるそうです。雨音を聴きながら読書をするなど、ホッとできる時間を過ご

してみてはいかがでしょうか。 

 令和８年度 第２回分かりやすいじんけんの話 

テーマ：災害被災者等 

 

とっとり県民カレッジ連携講座 

１９:００～２０:３０（１８:３０受付) 

佐藤
さ と う

 淳子
じ ゅ ん こ

さん 
特定非営利活動法人 

とっとり災害支援連絡協議会 代表 

ほくほくプラザ 

中央公民館 

（メイン会場） 

（オンライン会場） 

※託児はほくほくプラザのみ 

入場無料 

託児あり 

申し込み不要 

リユース品の持ち込み・持ち帰りについてのお願い 
 ほくほくプラザの行事「絵本の読み聞かせ会」で大人気のリユース会。みなさまが気持ちよくご利用

いただけるよう、持ち込み・持ち帰りのルールを改めて確認していただきますようお願いいたします。 

お持ち込みが可能なもの 
・子ども服、育児用品。 

・服は、洗濯がされ、汚れ、破れ、シミ、毛玉や動

物の毛がついてないもの。 

・肌着など、直接肌に触れるものは未使用品のみ。 

・おもちゃ・本などは、破損、汚れ、破れがないも

の。 

お持ち帰りされる際 
・数に限りがあるため、個数制限を設ける場合があ

ります。 

・マイバックの持参をお願いします。 

・転売目的での参加はご遠慮ください。 

・持ち帰られたリユース品に関するトラブルについ

ては一切の責任を負いかねます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 午前休館 

2 火  

3 水  

4 木  

5 金  

 6 土  

7 日  

8 月 午前休館 

9 火  

10 水  

11 木  

12 金  

13 土 習字教室 

14 日 絵本の読み聞かせ会 

15 月  

16 火  

17 水  

18 木  

19 金 おしゃべりサロン 

20 土 習字教室／○児 「似顔絵パン作り」 

21 日  

22 月 午前休館 

23 火  

24 水  

25 木

7 

 

26 金 分かりやすいじんけんの話 

27 土 ○児 「地域の生き物を探そう！」 

28 日          

29 月 午前休館 

30 火  
 

※行事の申し込みが終了している場合もあります。 

詳しくは、ほくほくプラザ（３７－４６７６）まで 

 

ご不要になった子ども服やおもちゃ、ベビー用品があればお譲りください。 

クッキングと 

おしゃべりサロン 

6 19
町特産のねばりっこを使って 

お好み焼きを作ります！ 

大人気！子供服リユースコーナーも開催！ 

 

６月２３日～２９日は男女共同参画週間 

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。 

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、そ

れぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」

を実現するためには 一人ひとりの取組が必要です。 

内閣総理大臣を本部長とした男女共同参画推進本

部は、毎年 6月 23日から 29日までの 1週間を「男女

共同参画週間」として、様々な取組を通じ、男女共同参

画社会基本法の目的や基本理念について理解を深める

ことを目指しています。また、令和8年度「男女共同参画

週間」キャッチフレーズは、「あなたらしさが、社会のチカ

ラ」に決定されました。 

私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、

この機会に考えてみませんか？ 

 

「再犯防止」は、罪を犯した人が再び罪を犯さないよう

に指導・支援し、新たな被害者を生まない「安全・安心な

社会」の実現に向けた取組です。再犯の防止等の推進に

関する法律では、毎年7月を「再犯防止啓発月間」と定め

ています。法務省では、国民の間に広く再犯の防止等に

ついての関心と理解を深めるため、「再犯防止啓発月間」

において、再犯防止に関する様々な広報・啓発活動を重

点的に展開しています。 

犯罪や非行をした人の多くは、事件への反省を踏まえ

て生活を立て直し、社会の健全な一員として暮らしていき

ます。しかしながら、安定した職業に就くことや住居を確

保することができないことなどのために円滑な社会復帰を

することが困難となり、再び犯罪や非行をしてしまう人も

います。こうした人たちが再び犯罪をすることなく、地域社

会の一員として安定した生活を送るためには、本人が立

ち直りに向けた努力をすることはもちろん、地域社会で暮

らす皆さんのご理解とご協力を得ながら支援を行ってい

くことも重要です。まずは再犯防止の取組を知っていただ

き、それぞれの立場でできることを一緒に考えていただけ

れば幸いです。 

皆さんのご理解、ご協力が被害者も加害者も生まない

未来へとつながります。 

 

 
 

７月は「再犯防止啓発月間」です 


